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重
度
障
が
い
者（
児
）医
療
費

助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

　
町
で
は
、
次
の
助
成
制
度
に
該
当
す
る
方
が
医
療

機
関
に
か
か
っ
た
場
合
、
医
療
費
（
保
険
適
用
分
）

等
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
助
成
を
受
け
る

た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

助成制度
南
越
前
町
重
度
障
が
い
者（
児
）医
療
費
助
成
制
度

※
所
得
制
限
あ
り

対象者
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

●�

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級
・
３
級
を
お

持
ち
の
方

●�

療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
・
Ｂ
１
・
Ｂ
２
の
一

部
を
お
持
ち
の
方
（
該
当
・
非
該
当
は
福
井

県
総
合
福
祉
相
談
所
に
て
判
断
さ
れ
ま
す
）

●�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
・
２
級
か

つ
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

〈
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
〉

▪�

重
度
障
が
い
者
（
児
）
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

は
申
請
不
要
で
す
。

▪�

所
得
や
手
帳
等
級
な
ど
を
審
査
し
た
後
、
対
象
者
に
は

新
し
い
受
給
者
証
を
７
月
31
日
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

�

※�

所
得
が
未
申
告
の
方
や
施
設
入
所
者
の
一
部
の
方
に

は
、
申
請
書
な
ど
を
送
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※�

受
給
資
格
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
直

ち
に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
申
請
方
法
や
手
続
き
に
必
要
な
準

備
物
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　
町
民
税
務
課

　
　
　
　
　
☎
０
７
７
８

－
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０
１
５

町ホームページ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

関
す
る
お
知
ら
せ

令
和
８
年
度
の
保
険
料
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
は
、
２
年
に
一
度
見

直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。
今
回
の
見
直
し
に
よ
り
、
医
療
分

の
所
得
割
率
は
１
・
13
％
、
被
保
険
者
均
等
割
額
は
４
、

４
４
０
円
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
医
療
費
の
増
加
に
加
え
、
物
価
上
昇
な
ど
の

影
響
に
よ
る
診
療
報
酬
の
引
き
上
げ
や
、
現
役
世
代
の

負
担
軽
減
の
た
め
高
齢
者
負
担
率
が
12
・
67
％
か
ら
13
・

27
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
国
が
少
子
化
対
策
の
強
化
と
し
て
行
う
「
子
ど
も・

子
育
て
支
援
金
制
度
」
に
よ
り
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金

分
（
子
ど
も
分
）
と
し
て
所
得
割
率
０・２
６
％
、
均
等
割
額

１
、３
０
０
円
が
新
た
に
賦
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

【
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
】

所
得
割
率　
10
・
83
％
（
医
療
分
）

　
　
　
　
　
０
・
26
％
（
子
ど
も
分
）

均
等
割
額　
５
４
、１
４
０
円
（
医
療
分
）

　
　
　
　
　
１
、３
０
０
円
（
子
ど
も
分
）

【
令
和
８
年
度
の
保
険
料
賦
課
限
度
額
】

８
５
０
、０
０
０
円（
医
療
分
）、２
１
、０
０
０
円（
子
ど
も
分
）

・�

保
険
料
の
軽
減
措
置
等
に
つ
い
て
は
、
福

井
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　
町
民
税
務
課

　
　
　
　
　
☎
０
７
７
８

－
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福
井
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
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福井県後期高齢者
医療広域連合ホームページ

　南条地区公民館内で、利用申込のない会議室を自主学習室として開放しています。学校帰りの勉強や資格取
得に向けた勉強の場としてご利用いただけます。
開放曜日等 	 月曜日～金曜日（土日祝、年末年始除く）
	 午後５時～午後 10時
場 所 	 南条地区公民館内の会議室
	 （入口の案内看板をご確認ください）
利用対象者 	 町内にお住いの高校生以上の方
利 用 料 	 無料
そ の 他 	 ・学習室内での水分補給は可能です（食事はご遠慮ください）。
	 ・他の利用者の迷惑になる行為はしないでください。
	 ・�公民館では様々な活動が行われているため、時間帯によっては館内が騒がしくなる場合があり

ます。あらかじめご了承ください。

■問合せ　教育委員会事務局　☎ 0778−47−8005

南条地区公民館内の会議室を自主学習室として開放申込
不要

学習室の一例


